
 

 

旭川市地方就職支援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、北海道が定めるＵＩＪターン新規就業支援事業実施要領（以下「道要領」という。）

第４の３に基づく地方就職学生支援事業（以下「事業」という。）に係る地方就職支援金を交付すること

について必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付対象者） 

第２条 地方就職支援金の対象者は、道要領第５の３（１）ア及びイの要件を満たす者とする。ただし、

道要領第５の３（１）ア及びイにおいて「実施市町村」または「移住先の市町村」とあるのは、全て「旭

川市」と読み替えるものとする。 

 

（地方就職支援金の額） 

第３条 地方就職支援金の額は、北海道移住支援金等交付事業費補助金交付要綱別記２に定める額を上限

とし、本市の予算の範囲内の額とする。ただし、地方就職支援金は、就職活動等に係る経費（交通費）

として、申請者が道内企業の選考面接又は採用試験に参加するために要した往復交通費（１回分限り）

の２分の１以内の額、および移住にかかる経費（移転費）として、申請者が旭川市への移転に要した実

費の額とする。 

 

（交付の申請） 

第４条 第２条に定める要件に該当し、地方就職支援金の申請を予定している者は、道要領第５の３（１）

ウ（ア）に定める書類を市長に提出するものとする。 

 

 （交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、予算の範囲内において地方

就職支援金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、地方就職支援金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要があると

認めたときは、条件を付すことができるものとする。 

 

（交付決定等の通知） 

第６条 市長は、前条に規定する地方就職支援金の交付を決定したときは、速やかに地方就職支援金の交

付決定額その他決定の内容を道要領第５の３（１）ウ（イ）に定める様式により、交付対象者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、前条に規定する地方就職支援金の交付をしないことを決定したときは、その旨を書面により

交付対象者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 交付対象者が、前条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る決定の内容に不服が

あるときは、地方就職支援金の交付の申請を取り下げることができる。 

２ 前項に規定する申請の取下げがあったときは、取り下げた申請に係る地方就職支援金の交付の決定は、

その効力を失う。 



 

 

（交付決定通知書の再交付） 

第８条 第６条第１項の通知を受けた者が、紛失等の理由により再交付を必要とするときは、地方就職支

援金交付決定通知書再交付願（以下「再交付願」という。）（別紙様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、再交付願の提出があった場合において、当該内容を確認し、適当と認められたときは、道要

領第５の３（１）ウ（エ）に定める様式により、交付対象者に交付するものとする。 

 

（地方就職支援金の支払） 

第９条 地方就職支援金は、第６条第１項の規定により交付決定額及びその他決定の内容を交付対象者に

通知した後に支払うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、道要領第５の３（２）に該当する場合のほか、地方就職支援金の交付決定の内容又は

この要綱の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、地方就職支援金の交付決定

を取り消すものとする。 

２ 前項の規定による取消しについては、第６条第２項の規定を準用する。 

 

（地方就職支援金の返還） 

第１１条 市長は、地方就職支援金の交付の決定を取り消した場合は、交付決定者に対して期限を定めて

その返還を請求するものとする。 

２ 前項で請求する返還の額は、道要領第５の３（２）アに基づくものとする。 

 

（事業の遂行） 

第１２条 交付決定者は、地方就職支援金の決定の内容及びこれに付した条件を順守するとともに、地方

就職支援金の適切な使用を確認するために市長が必要と認める場合には、関係書類の提出、個人情報の

閲覧又は立入調査等に速やかに応じなければならない。 

 

（北海道との協力体制） 

第１３条 本事業の実施に当たっては、情報の共有・確認、協議その他補助執行上必要な事務を北海道と

相互協力するものとする。 

  

（その他） 

第１４条 この要綱及び道要領に定めのあるもののほか、地方就職支援金の交付等に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年８月１９日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


